
 

 

　 

 

 

出雲市デジタル地域通貨「いずも縁結び PAY」行政ポイントに、新たに「町内会

新規加入ポイント」を設けました。この制度は、令和８年４月以降に町内会に新規

加入した世帯を対象に、ポイントを付与するものです。 

 

  

 既存の町内会に新規加入した場合  

1 世帯あたり 1,000 ポイント(1 ポイント=1 円)を付与します。 

※新しい住宅地などで町内会がない場合など、個人で各地区の自治協会に新規加入しても 

同様に 1,000 ポイントを付与します。 

 

 

ポイントの付与を希望する場合は、申請者が直接、 

各地区のコミュニティセンターに以下の情報を連絡してください。 

・町内会名 

・町内会加入日 

・ポイント付与を希望する方の氏名と携帯電話番号 

【お問い合わせ】自治振興課　自治振興係　担当：福代、高橋　　℡：（0853)21-6619
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